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原発への武⼒攻撃のリスクについては
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• 政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略（脱炭素成長型経済構造移行推進戦略）を策定。戦略はGX経済への移行状況を検討し、適切に見直し。
【第６条】

✓ 世界規模でグリーン・トランスフォーメーション（GX）実現に向けた投資競争が加速する中で、我が国でも2050年カーボンニュートラル等の国
際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要。

✓ 昨年12月にGX実行会議で取りまとめられた「GX実現に向けた基本方針」に基づき、（１）GX推進戦略の策定・実行、（２）GX経済移行債
の発行、（３）成長志向型カーボンプライシングの導入、（４）GX推進機構の設立、（５）進捗評価と必要な見直しを法定。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案【ＧＸ推進法】の概要

（１）GX推進戦略の策定・実行

背景・法律の概要

① 炭素に対する賦課金（化石燃料賦課金）の導入
• 2028年度（令和10年度）から、経済産業大臣は、化石燃料の輸入事業
者等に対して、輸入等する化石燃料に由来するCO2の量に応じて、化石燃
料賦課金を徴収。【第11条】

② 排出量取引制度
• 2033年度（令和15年度）から、経済産業大臣は、発電事業者に対して、
一部有償でCO2の排出枠（量）を割り当て、その量に応じた特定事業者負
担金を徴収。【第15条・第16条】

• 具体的な有償の排出枠の割当てや単価は、入札方式（有償オークション）
により、決定。【第17条】

（３）成長志向型カーボンプライシングの導入
• 政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度
（令和５年度）から10年間で、GX経済移行債（脱炭素成長型経済構造
移行債）を発行。【第７条】

（２）GX経済移行債の発行

（４）GX推進機構の設立

※ GX経済移行債や、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の収入は、エネルギー対策特別会
計のエネルギー需給勘定で区分して経理。必要な措置を講ずるため、本法附則で特別会計に
関する法律を改正。

• 経済産業大臣の認可により、GX推進機構（脱炭素成長型経済構造移行
推進機構）を設立。

（GX推進機構の業務）【第54条】
① 民間企業のGX投資の支援（金融支援（債務保証等））
② 化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収
③ 排出量取引制度の運営（特定事業者排出枠の割当て・入札等） 等

• GX投資等の実施状況・CO2の排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを講ずる。
• 化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について排出枠取引制度の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討し、この法律の施行
後２年以内に、必要な法制上の措置を行う。【附則第11条】

（５）進捗評価と必要な見直し

※ ①②は、直ちに導入するのではなく、GXに取り組む期間を設けた後で、エネルギーに係る負担
の総額を中長期的に減少させていく中で導入。（低い負担から導入し、徐々に引上げ。）

• 炭素排出に値付けをすることで、GX関連製品・事業の付加価値を向上。
⇒ 先行投資支援と合わせ、GXに先行して取り組む事業者にインセンティブが

付与される仕組みを創設。

• GX経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。
（2050年度（令和32年度）までに償還）。【第８条】

※ 今後10年間で20兆円規模。エネルギー・原材料の脱炭素化と収益性向上等に資する革新
的な技術開発・設備投資等を支援。

※本法附則において改正する特別会計に関する法律については、平成28年改正において同法第88条第１項第２号ニに併せて手当する必要があった所要の規定の整備を行う。

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確⽴を図るための
電気事業法等（※）の⼀部を改正する法律案【GX脱炭素電源法】の概要

※電気事業法、再⽣可能エネルギー電気の利⽤の促進に関する特別措置法（再エネ特措法）、原⼦⼒基本法、核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律（炉規法）、原⼦⼒発電における使⽤済燃料の再処理等の実施に関する法律（再処理法）

※２ 炉規法については、平成29年改正により追加された同法第78条第25号の２の規定について同改正に
おいて併せて⼿当する必要があった所要の規定の整備を⾏う。

※３ 再処理法については、法律名を「原⼦⼒発電における使⽤済燃料の再処理等の実施に関する法律」
から 「原⼦⼒発電における使⽤済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に改める。

① 再エネ導⼊に資する系統整備のための環境整備（電気事業法・再エネ特措法）
• 電気の安定供給の確保の観点から特に重要な送電線の整備計画を、経済産業
⼤⾂が認定する制度を新設

• 認定を受けた整備計画のうち、再エネの利⽤の促進に資するものについては、
従来の運転開始後に加え、⼯事に着⼿した段階から系統交付⾦（再エネ
賦課⾦）を交付

• 電⼒広域的運営推進機関の業務に、認定を受けた整備計画に係る送電線の
整備に向けた貸付業務を追加

② 既存再エネの最⼤限の活⽤のための追加投資促進（再エネ特措法）
• 太陽光発電設備に係る早期の追加投資（更新・増設）を促すため、
地域共⽣や円滑な廃棄を前提に、追加投資部分に、既設部分と区別した
新たな買取価格を適⽤する制度を新設

③ 地域と共⽣した再エネ導⼊のための事業規律強化（再エネ特措法）
• 関係法令等の違反事業者に、FIT/FIPの国⺠負担による⽀援を⼀時留保
する措置を導⼊
違反が解消された場合は、相当額の取り戻しを認めることで、事業者の早期改善
を促進する⼀⽅、違反が解消されなかった場合は、FIT/FIPの国⺠負担による
⽀援額の返還命令を新たに措置

• 認定要件として、事業内容を周辺地域に対して事前周知することを追加
（事業譲渡にも適⽤）

• 委託先事業者に対する監督義務を課し、委託先を含め関係法令遵守等を徹底

（１）地域と共⽣した再エネの最⼤限の導⼊拡⼤⽀援
（電気事業法、再エネ特措法）

背景・法律の概要

① 原⼦⼒発電の利⽤に係る原則の明確化（原⼦⼒基本法）
• 安全を最優先とすること、原⼦⼒利⽤の価値を明確化（安定供給、GXへの貢献等）

• 国・事業者の責務の明確化（廃炉・最終処分等のバックエンドのプロセス加速化、
⾃主的安全性向上・防災対策等）

② ⾼経年化した原⼦炉に対する規制の厳格化（炉規法）
• 原⼦⼒事業者に対して、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、
10年以内毎に、設備の劣化に関する技術的評価を⾏うこと、②その結果に
基づき⻑期施設管理計画を作成し、原⼦⼒規制委員会の認可を受けることを
新たに法律で義務付け

③ 原⼦⼒発電の運転期間に関する規律の整備（電気事業法）
• 運転期間は40年とし、ⅰ₎安定供給確保、ⅱ₎GXへの貢献、ⅲ₎⾃主的安全性
向上や防災対策の不断の改善 について経済産業⼤⾂の認可を受けた場合に
限り延⻑を認める

• 延⻑期間は20年を基礎として、原⼦⼒事業者が予⾒し難い事由（安全規制に
係る制度・運⽤の変更、仮処分命令 等）による停⽌期間（α）を考慮した
期間に限定する ※原⼦⼒規制委員会による安全性確認が⼤前提

④ 円滑かつ着実な廃炉の推進（再処理法）
• 今後の廃炉の本格化に対応するため、使⽤済燃料再処理機構（NuRO₍※₎）に
ⅰ₎全国の廃炉の総合的調整、ⅱ₎研究開発や設備調達等の共同実施、
ⅲ₎廃炉に必要な資⾦管理 等 の業務を追加
（※） Nuclear Reprocessing Organization of Japan の略

• 原⼦⼒事業者に対して、NuROへの廃炉拠出⾦の拠出を義務付ける

（２）安全確保を⼤前提とした原⼦⼒の活⽤/廃炉の推進
（原⼦⼒基本法、炉規法、電気事業法、再処理法）

 ロシアのウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の混乱や国内における電⼒需給ひっ迫等への対応に加え、 グリーン・トランスフォーメーション
（GX）が求められる中、脱炭素電源の利⽤促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するための制度整備が必要。

 本年2⽉10⽇(⾦)に閣議決定された「GX実現に向けた基本⽅針」に基づき、(1)地域と共⽣した再エネの最⼤限の導⼊促進、(2)安全確保を
⼤前提とした原⼦⼒の活⽤に向け、所要の関連法を改正。

※１ 災害の危険性に直接影響を及ぼしうるような⼟地開発に関わる許認可（林地開発許可等）については、
認定申請前の取得を求める等の対応も省令で措置。

6

2023.5.31 成⽴
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• 原⼦⼒基本法改正に向けた

資源エネルギー庁と内閣府

の事前の打ち合わせ内容に

ついて議事録の経済産業委

員会への提出を求める

• 存在しないと逃げる。出て

きたのは概要のみ。

• 経産省主導で議論が進めら

れてきたことを隠す。

提出書類の⼀部

経産省が主導する
原発回帰の実態

8

原⼦⼒基本法改正に向けた資源エネルギー庁と内閣府の⾯談資料

（資源エネルギー庁作成）

経産省が主導する原発回帰の実態
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○
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
原
子

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
原
子

力
利
用
」
と
い
う
。
）
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ

力
利
用
」
と
い
う
。
）
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
確
保
し
、
並
び
に
学
術
の
進
歩
、
産
業
の
振
興
及
び
地

ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
確
保
し
、
学
術
の
進
歩
と
産
業
の
振
興
と
を
図
り
、
も

球
温
暖
化
の
防
止
を
図
り
、
も
つ
て
人
類
社
会
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
水

つ
て
人
類
社
会
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
水
準
向
上
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を

準
向
上
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
原
子
力
利
用
は
、
国
及
び
原
子
力
事
業
者
（
原

（
新
設
）

子
力
発
電
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
第
二
条
の
三
及
び
第
二
条

の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
安
全
神
話
に
陥
り
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十

一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ

と
を
真
摯
に
反
省
し
た
上
で
、
原
子
力
事
故
（
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
原
子
炉
の
運
転
等
に
起
因
す
る
事
故
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

発
生
を
常
に
想
定
し
、
そ
の
防
止
に
最
善
か
つ
最
大
の
努
力
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
に
立
つ
て
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

原
⼦
⼒
基
本
法
改
正
の
問
題
点

修
⽂
案

エ
ネ
ル
ギ
ú
と
し
て
の
原
⼦
⼒
利
⽤
に
当
た
っ
て
は
︑
・
・
・
・

原
⼦
⼒
事
故
の
発
⽣
を
常
に
想
定
し
︑
そ
の
防
⽌
に
最
善
か
つ
最

⼤
の
対
応
を
と
る
も
の
と
す
る
︒

新設
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（
国
の
責
務
）

第
二
条
の
二

国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
原
子
力
利
用
に
当
た
つ
て
は

（
新
設
）

、
原
子
力
発
電
を
電
源
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
る

電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
、
我
が
国
に
お
け
る
脱
炭
素
社
会
（
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条

の
二
に
規
定
す
る
脱
炭
素
社
会
を
い
う
。
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
実
現
に
向
け
た
発
電
事
業
に
お
け
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用

及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
を
い
う
。
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利

用
の
促
進
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
に
係
る
自
律
性
の
向
上
に
資
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

２

国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
原
子
力
利
用
に
当
た
つ
て
は
、
原
子
力

施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
次
条
第
四
号
及
び
第
二
条
の
四

第
一
項
に
お
い
て
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
原
子
力
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
全
性
の
向
上
に
不

断
に
取
り
組
む
こ
と
等
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
原
子
力
事
故
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
し
万
全
の
措
置
を
講
じ
つ

つ
、
原
子
力
施
設
が
立
地
す
る
地
域
の
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
原

子
力
発
電
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
し
、
そ
の
理
解
を
得
る
た
め
に
必
要
な

取
組
及
び
地
域
振
興
そ
の
他
の
原
子
力
施
設
が
立
地
す
る
地
域
の
課
題
の

解
決
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

新設新設

原
⼦
⼒
発
電
だ
け
を
優
遇
す
る
異
常
さ
︑
再
⽣
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ú

の
導
⼊
に
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
国
の
責
務
は
規
定
さ
れ
て
い
な

い
︒
著
し
く
バ
ラ
ン
ス
を
⽋
く

12
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（
原
子
力
利
用
に
関
す
る
基
本
的
施
策
）

第
二
条
の
三

国
は
、
原
子
力
発
電
を
適
切
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

（
新
設
）

う
、
原
子
力
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
次
に

掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

原
子
力
発
電
に
係
る
高
度
な
技
術
の
維
持
及
び
開
発
を
促
進
し
、
こ

れ
ら
を
行
う
人
材
の
育
成
及
び
確
保
を
図
り
、
並
び
に
当
該
技
術
の
維

持
及
び
開
発
の
た
め
に
必
要
な
産
業
基
盤
を
維
持
し
、
及
び
強
化
す
る

た
め
の
施
策

二

原
子
力
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
に
取
り
組
む
事
業
者
、
国
立
研
究

開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
そ
の
他
の
関
係
者
の
相
互
の
連

携
並
び
に
当
該
研
究
及
び
開
発
に
関
す
る
国
際
的
な
連
携
を
強
化
す
る

た
め
の
施
策
そ
の
他
の
当
該
研
究
及
び
開
発
の
推
進
並
び
に
こ
れ
ら
の

成
果
の
円
滑
な
実
用
化
を
図
る
た
め
の
施
策

三

電
気
事
業
に
係
る
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
が
実
施
さ
れ
た
状
況
に
お

い
て
も
、
原
子
力
事
業
者
が
原
子
力
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
投
資
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
安
定
的
に
そ
の
事
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
事
業
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
施
策

四

原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
実
施
及
び
廃
炉

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
再
処
理
等
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料

に
係
る
そ
の
貯
蔵
能
力
の
増
加
そ
の
他
の
対
策
及
び
原
子
炉
等
規
制
法

第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
止
措
置
の
円
滑
か

つ
着
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
関
係
地
方
公
共
団
体
と
の
調
整
そ
の
他

の
必
要
な
施
策

五

最
終
処
分
（
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
最
終
処
分

新設

再
⽣
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ú
の
導
⼊
が
進
み
原
⼦
⼒
発
電
の
運
転
の
必

要
が
無
く
な
っ
て
も
な
お
︑
原
⼦
⼒
発
電
事
業
を
⾏
う
こ
と
が
で

き
る
事
業
環
境
を
整
備
す
る
と
い
う
こ
と
︒

→

経
済
的
に
合
理
性
を
失
っ
た
原
発
に
対
し
て
財
政
⽀
援
を
⾏
う

余
地
を
与
え
る
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第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

第
一
章
の
三

原
子
力
防
災
会
議

第
一
章
の
三

原
子
力
防
災
会
議

第
三
条
の
三

（
略
）

第
三
条
の
三

（
略
）

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
三
条
の
四

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
条
の
四

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

原
子
力
災
害
対
策
指
針
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十

一

原
子
力
災
害
対
策
指
針
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力

一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力

災
害
対
策
指
針
を
い
う
。
）
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
推
進
そ
の
他
の

災
害
対
策
指
針
を
い
う
。
）
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
推
進
そ
の
他
の

原
子
力
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
政
府
の
総
合
的
な
取
組
を
確

原
子
力
事
故
（
原
子
炉
の
運
転
等
（
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法

保
す
る
た
め
の
施
策
の
実
施
の
推
進

律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
原
子
炉
の
運
転
等
を
い
う
。
）
に
起
因
す
る
事
故
を
い
う
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
政
府
の
総
合
的
な
取
組

を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
の
実
施
の
推
進

二

（
略
）

二

（
略
）

第
三
条
の
五
～
第
三
条
の
七

（
略
）

第
三
条
の
五
～
第
三
条
の
七

（
略
）

第
六
章

原
子
炉
の
管
理

第
六
章

原
子
炉
の
管
理

第
十
四
条
～
第
十
六
条

（
略
）

第
十
四
条
～
第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条
の
二

原
子
力
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
を
運
転
す
る
者
は
、

（
新
設
）
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別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
府
の
行
う
運
転
期
間
に
係
る
規
制

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
期
間
に
係
る
規
制
は
、
我
が
国
に
お
い
て
、
脱
炭
素
社
会

の
実
現
に
向
け
た
発
電
事
業
に
お
け
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
の

促
進
を
図
り
つ
つ
、
電
気
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
し
て
の
原
子
力
の
安
定
的
な
利
用
を
図
る
観
点
か
ら
措
置
す
る
も
の
と

す
る
。

新設

運
転
期
間
の
規
制
を
︑
﹁
利
⽤
﹂
の
観
点
か
ら
の
み
規
定
す
る
︒

安
全
の
視
点
の
⽋
如
︒
経
産
省
の
⽅
針
に
合
わ
せ
た
規
定
︒

参考資料
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15

原発に関わる２つの方向性

ロシアによるウクライナ侵略戦争

原発再稼働

原子力発電施設が攻撃・占拠される

原発廃炉

大規模な放射能汚染のリスクエネルギーの安定供給の危機

資源調達が難しくなる（高騰）

再⽣可能エネルギーに
よるエネルギー⾃給⾃⾜

短期的な資源調達の強化
（ＬＮＧ・⽯炭）

世界の安全保障の
前提が崩れる

気候危機＋

核攻撃を受けた場合
と同じような被害

※国家安全保障上の大きなリスク※代替の手段がある＝再エネ

• 原発の過酷事故のリスク（耐震性能は⼀般住宅以下）

• 放射性廃棄物の処分問題（トイレのないマンション）

• 原発のコスト⾼（建設費は1兆円以上）こうした問題に加えて･･･

武力攻撃のリスク

16

萩⽣⽥⼤⾂の答弁より
 

 2022/3/10 東京新聞 

1. 地震による過酷事故

2. テロ攻撃
3. 軍による攻撃
（ミサイル攻撃・軍による占拠）

避けることができない
原発事故のリスク

戦争は原賠法の賠償対象外
（第3条第⼀項但し書き）

「異常に巨⼤な天災地変または社会的動乱」

国は「被災者の救助および被害の拡⼤防⽌

のため必要な措置を講ずる」（第17条）

国⺠保護法で対処する

※どのように住⺠の皆さんが守られるのか

は不明

運転停⽌と避難指⽰
避難計画の問題（国が責任を持つ？）



17樋⼝英明元福井地裁裁判⻑「私が原発を⽌めた理由」より、1000ガル以上の地震と耐震基準

• 「1000ガルを超える地震は
頻発している

• 地震予知は不可能、ある地点で
⼀定以上の規模の地震が発⽣
しないとは⾔い切れない

日本の原発の耐震性能の問題
原発の耐震性能は⼀般住宅よりも低い

柏崎刈⽻原発 6,7号機の基準地震動 1209ガル( 建設当初450ガル）

18

原発の発電コストは安くない

経済産業省 資料

発電コスト比較（経産省のモデル）

原発の建設コスト：4800億円 → 1兆円にすると発電コストは 16.2円に



電力需給ひっ迫とは

19

電⼒需給ひっ迫は
電⼒需給のピークの問題

原発稼働は解決策にならない

2022年6月の電力需給逼迫の
注意報発令時

27日～30日の4日間96時間中
電力の予備率が4％を下回ったのは

9時間のみ

優先すべきは
需要のコントロール（ＤＲ）

省エネ推進

経済産業省 資料

商業炉（基本設計・詳細設計・製造建設）

商業炉（基本設計・詳細設計・製造建設）

商業炉（基本設計・詳細設計・製造建設）

実証炉（基本設計・詳細設計・製造建設） 商業炉（基本設計・詳細設計・製造建設）

☆電⼒供給開始

20702060 2080 2090

2070年代?

2090年代?

〇⾰新軽⽔炉 ：商業炉
〇⼩型・⾼速・⾼温ガス ：実証炉
〇核融合 ：原型炉

政府の資料のごまかし、スタートラインが異なる

2050年に間に合うのは⾰新軽⽔炉
（現在の軽⽔炉の改良型）のみ？

⼩型原発、⾼速炉、⾼温ガス炉、核融合が

電⼒供給をはじめるタイミングはさらに先
原⼦⼒発電の開発順序：実験炉→原型炉→実証炉→商業炉

「次世代⾰新炉」といって作ろうとし
ているのは、現在の軽⽔炉の改良型に
すぎない

☆電⼒供給開始

☆電⼒供給開始

☆電⼒供給開始

☆電⼒供給開始


